
 

 

大阪市鶴見区４歳児訪問事業実施要綱  

 

１  事業目的  

３歳児健康診査から就学時健康診断までの間、全児の状況を把握できる  

機会がなく、特に３歳児健康診査の受診後に当区に転入してきた幼稚園・  

保育所等を利用していない未就園児などは把握が難しく、育児についての  

悩みが深刻化・重篤化してはじめて相談があることも少なくないことから  

全ての４歳児へのポピュレーションアプローチを実施することにより、就  

学前までに必要な生活習慣の確立を促すとともに、全児の状況を把握し、  

ひいては児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。  

 

２  対象者  

本事業の対象者は、４歳児（満５歳となる年度の４月２日生まれから翌  

４月１日生まれの児童）とする。ただし、４歳児の年度中に確認できなか  

った児童については、翌年度も対象者とする。  

 

３  事業内容等  

保健師等が全ての４歳児を対象に、家庭や幼稚園・保育所等の施設へ訪  

問し、健康教育や子育て相談等を実施する。  

事業の実施方法については、次のとおりとする。  

(1)  家庭訪問  

  ア  対象者  

(ｱ) 市内の幼稚園・保育所・認定こども園を利用していない児童  

(ｲ) その他、家庭への訪問が必要と認められる児童  

ただし、(2)の施設訪問による対応が可能な場合には、この限りで

はない。  

     

  イ  業務内容  

(ｱ)  児童に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための  

健康教育を実施するとともに、事業効果を高めるための絵本等を  

配付する。  

(ｲ) 家庭における児童の状況を把握する。  

(ｳ) 保護者に対して、子育て等に関する相談を実施するとともに、子  

育て支援室の周知に努める。  

 

(2)  施設訪問  

  ア  対象者  



 

 

   区内の幼稚園・保育所・認定こども園を利用している児童  

   ただし、上記以外の施設においても、施設の協力が得られる場合に  

は、当該施設を利用する児童も施設訪問の対象者とすることができる。  

 

  イ  業務内容   

(ｱ)  児童に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるため

の健康教育を実施するとともに、事業効果を高めるための絵本

等を配付する。  

ただし、健康教育が実施できない場合には、施設に絵本等の配

付協力を依頼する。なお、施設を通じた絵本等の配付が困難で

ある場合には、児童の自宅へ送付する等の方法で配付する。   

(ｲ) 保護者に対して、子育て支援室を周知するため保護者向けの周知

文を配付する。  

(ｳ)  施設に対して、長期に休んでいるなど気にかかる児童・家庭の

情報を収集し、把握する。  

 

 (3) 他区における施設訪問  

  ア  対象者  

他区の幼稚園・保育所・認定こども園を利用している児童  

ただし、上記以外の施設においても、他区での実施について施設の協  

力が得られる場合には、当該施設を利用する児童も他区への施設訪問

依頼の対象者とすることができる。  

 

  イ  業務内容  

 施設の所在区の担当者に施設訪問および訪問後の報告を依頼する。  

なお、依頼および報告には区間調整リスト等を活用する。  

 

４  区間調整  

  本事業に従事する者は、訪問にあたり、関係する区の担当者と連絡・調  

整を図る。  

 

５  関係機関等との連携  

本事業に従事する者は、訪問により児童等の状況把握を行い、支援が必  

要であると判断した場合には、関係機関等と連携し、適切な支援につなげ  

る。  

 

６  絵本等の選定  

  配付する絵本等の変更が必要な場合は、必要に応じて選定会議を開催し、



 

 

絵本等を選定する。  

 

７  その他  

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、区  

長が別に定める。  

 

附  則  

 この要綱は令和４年４月１日から施行する。  

  

附  則  

 この要綱は令和５年４月１日から施行する。  


